
三遊亭 歌之介

資源の有効活用にご協力を
古着・金属製調理器具など
の回収とフードドライブ

今月は「すみだ環境フェア2018」と同時開催
です。フェアについての詳細は、本紙4面をご覧
ください。

［回収日時／回収場所］6月23日（土）・24日（日）
午前10時～午後3時／区役所1階正面玄関前［対
象］区内在住の方　＊事業者を除く［回収品目］

▼洗濯済みで汚損していない古着や布製品　＊ぬ
れているものの回収は不可　 ▼靴　＊片方しか
ないものや、泥・油・染み・かび等の汚れがあ
るもの、穴が開いているもの、長靴・ブーツ・
下
げ た

駄・草履の回収は不可　 ▼ぬいぐるみ　 ▼直
径・一辺の長さが30㎝未満（柄の長さを含まない）
の金属製調理器具（鍋・やかん・フライパンなど）　
＊土鍋、ほうろう鍋、包丁などの危険物の回収は
不可　 ▼賞味期限まで1か月以上ある缶詰や乾
麺など　＊生ものやアルコール類の回収は不可　

［持込方法］古着、靴、ぬいぐるみ、金属製調理器
具、食料品を、それぞれ別の袋に入れて、当日直
接会場へ　＊車での来場は不可［問合せ］すみだ
清掃事務所分室‹3613－2229　＊詳細は問い
合わせるか、区ホームページを参照

緑と花があふれる「まち」へ
まちなか緑化

町会・自治会などの団体の皆さんによる、緑や
花であふれた潤いのある地域づくりを支援する
ため、区では「まちなか緑化」（緑と花のまちづく
り推進地域制度）を実施しています。推進地域（国
や都の土地等を除く）には、プランターや花苗、
用土等を区が無料で提供します。また、花の種類
や育てる時期などを決める計画作りや植栽・維
持管理等を「緑と花のサポーター」が支援します。
緑化したいと考えてい
る場所がありましたら、
ぜひ、ご相談ください。

［問合せ］環境保全課緑
化推進担当（区役所12
階）‹5608－6208

地球にやさしい生活のため、ぜひ、ご利用ください
緑化助成制度

まちに潤いと安らぎをもたらしてくれる緑を
増やすため、屋上や壁面などを新たに緑化する方
へ、工事費等の一部を助成しています。詳細は、

工事着工前にお問い合わせください。
［助成内容］下表のとおり［問合せ］環境保全課緑
化推進担当‹5608－6208

種別 助成対象・条件 助成金額
屋上緑化 建築物の屋上（最上部の平たんな屋根部分等）や屋根

のないルーフバルコニー等に設置する1m2以上の緑
地　＊築1年以上の建築物は事前の安全点検が必要

（費用は区が負担）　＊花壇（一年草の草花）・菜園や
プランター等は対象外

1m2につき1万円で算出した額と、工事
費（税抜き）の半額を比べて、少ない方の
額（屋上緑化・壁面緑化のいずれも上限
額40万円）　＊1万円未満切捨て

壁面緑化 道路に面した建築物の壁面に1m2以上の補助器具を
設置し、つる性植物等で覆ったもの　＊落ち葉対策
等のため道路との境界線から適正な間隔を取る必要
あり

沿道緑化
（生け垣）

道路に面した沿道部分に、塀の形成を目的として高
さ1m以上の樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植
したもの

植え込み地の長さ1mにつき2万円で算
出した額と、工事費（税抜き）を比べて少
ない方の額（上限額40万円）

沿道緑化
（植樹帯）

道路に面した沿道部分の植栽ます（幅50cm以上）に、
枝葉同士が触れ合う間隔で樹木を列植したもの　
＊草花は対象外

植え込み地の面積（植栽ますの縁石を除
く）1m2につき2万4000円で算出した額
と、工事費（税抜き）を比べて少ない方の
額（上限額40万円）

注 沿道緑化の工事に当たり、ブロック塀を取り壊した場合には、ブロック塀の長さ1mにつき1万円を助成金額に加算します。
注 建築基準法などの法令に適合しない建築物に設置する場合および条例・要綱に基づき設置する場合を除きます。
注 設置する場所により、助成対象とならない場合があります。

ぜひ、ご利用ください
トイレの手すりの無料取付け

ご家庭のトイレに無料で手すりを取り付けます。
［とき］6月17日（日）［対象］区内在住で65歳以上
の方がいる世帯　＊過去にこの事業でトイレの
手すりを取り付けた世帯を除く　＊賃貸住宅の
場合は、事前に管理組合や家主の承諾が必要［定
員］先着100世帯　＊1世帯につき1本［手すりの
規格］長さ60cm程度で木製［申込み］6月4日～11
日（6月9日・10日を除く）の午前9時～午後5時に
電話で、次のいずれかの申込先へ ▼東京土建墨田
支部‹3614－3806　

▼すみだボランティ
アセンター‹3612
－2940　 ＊電話 が
つながりにくい場合
あり

区内生産品の販路拡張のために
「産業交流展2018」出展費
用の一部助成

中小企業などの優れた技術や製品を一堂に展
示することで、販路の拡張や受発注の拡大、企業
間連携の実現をめざす「産業交流展2018」が、
11月14日（水）～16日（金）に東京ビッグサイト（江
東区有明3－11－1）で開催されます。

区では、この交流展に出展する区内企業・グ
ループに対し、出展費用の一部を助成します。

［助成対象］次の全ての要件を満たす区内の中小
企業・グループ ▼「産業交流展2018」で、「機械・
金属」「医療・福祉」「環境」「情報」のいずれかの分
野へ出展申込予定である　 ▼6月1日現在、1年以
上継続して事業を営んでいる　 ▼特別区民税・
都民税（法人の場合は法人都民税・法人事業税）
を滞納していない［助成の概要］1小間の出展料5
万4000円または7万5600円の半額程度と、展示
装飾費等の一部［申込み］「産業交流展2018」へ
の申込み前に、経営支援課経営支援担当（区役所
14階）‹5608－6183へ　＊受け付けは6月20
日まで　＊助成対象となる小間数上限に達した
時点で申込受け付けを終了

今年度の受験要項を配布します
平成30年度東京都介護支
援専門員実務研修受講試験

［受験要項の配布期間／配布場所］6月29日（金）
まで／介護保険課（区役所4階）、各出張所・高齢
者支援総合センター・保健センター、すみだ生涯
学習センター（東向島2－38－7）、都庁（新宿区
西新宿2－8－1）　＊試験日は10月14日（日）　
＊受験要項の郵送を希望する方は、250円分の切
手を貼り、送付先を記入した角2サイズの返信用
封筒を、郵送で東京都福祉保健財団ケアマネ試験
担当（〒163－0719新宿区西新宿2－7－1小田
急第一生命ビル19階）へ［問合せ］ ▼介護保険課
給付・事業者担当‹5608－6544　 ▼東京都福
祉保健財団‹3344－8512

匿名・無料で受けられます
HIV（エイズ）検査・梅毒検査

エイズはHIVに感染して起こる病気です。HIV
への感染は、検査を受けなければわかりません。
また近年、梅毒患者の報告数が急増しています。
区では毎月1回、HIVと梅毒の検査を実施してい
ますので、ご活用ください。

［検査日時］6月14日（木）午前9時～10時　＊結
果は6月28日（木）午前9時～9時半に口頭で説明

（証明書・結果票の発行は不可）［ところ］本所保
健センター（東駒形1－6－4）［対象］感染が心配
な機会があってから2か月以上経過している方［費
用］無料［申込み］当日直接会場へ［問合せ］保健予
防課感染症係‹5608－6191　＊検査以外の相
談は、随時、各保健センターへ

写真を募集しています
私の好きな すみだ

新コーナー「私の好きな すみだ」（本紙8面）では、
皆さんからの写真を募集しています。

［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテーマ
に区内で撮影した写真と、作品名・撮影場所・
コーナー名・住所・氏名・電話番号を、直接また
は郵送、Eメールで、〒130－8640広報広聴担当

（区役所6階）‹5608－6223・ OSHIRASE@
city.sumida.lg.jpへ　＊写真は ▼直接・郵送＝
A4以下の紙に印刷するか、jpeg形式でCD-Rに
保存　 ▼ Eメール＝jpeg形式で添付（1通あたり
3MB以内）［注意事項］ ▼被写体に人物が含まれ
ている場合は、肖像権の侵害等が生じないよう、
本人（未成年の場合は親権者）の了承が必要　 ▼氏
名も掲載　 ▼応募写真は区ホームページ等、他媒
体で使用する場合あり　 ▼応募写真は一部手直
しをする場合あり

毎月1日は
墨田区防災の日
6月1日の点検項目
災害に
　　役立つ近所の　
　　　　　　　お付き合い

毎月5日は
すみだ環境の日
6月のエコしぐさ
クールビズ
　　　工夫こらして
　　　　　　　　快適に

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

広告 J：COMモバイルのスマートフォンは月額980円(税別)から！ 詳しくは専用ダイヤルまで ‹0120-938-362(9：00～18：00）
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旅館業の手続が一部変わります
旅館業法の改正

旅館業法の改正により、6月15日（金）から小規
模な旅館業の開設についての基準が一部緩和さ
れます。これに伴い、区では条例等を改正し、周
辺にお住まいの方の安全・安心に配慮する規定
を盛り込みました。
■改正された区の条例等の内容（一部）
旅館業開設前の事前周知

区内で新たに旅館業を開設する際は、事業者が
事前に計画周知の標識を設置し、半径10m以内
にお住まいの方等には、説明会や戸別訪問の手段
で周知する必要があります。
営業者への緊急連絡体制の確保

小規模な旅館業施設でも、原則、玄関帳場（フ
ロント等）の設置を必要とします。ただし、一定
の基準（宿泊者の本人確認や緊急時の迅速な駆け
付け対応の実施等）を満たす場合のみ設置を免除
します。また、施設入口付近に宿泊施設であるこ
とと緊急連絡先の表示が必要となります。
■「違法施設かな？」と思ったら

区ホームページでは、旅館業法許可施設の一覧
を掲載しています。また、住宅宿泊事業（民泊）の
届出施設の掲載も6月15日から予定しています。
なお、住宅宿泊事業（民泊）の届出施設の入口には
全国共通様式の標識が掲示されるため、届出済み
であることが確認できるようになります。

今回の旅館業法の改正により、無許可の旅館業
施設に加え、届出のない住宅宿泊事業（民泊）も旅
館業法違反の取締り対象となります。無届け施設
の発見には、周辺の皆さんの協力が欠かせません。

「違法施設かな？」と思ったら、問合せ先までご
連絡ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［問合せ］生活衛生課生活環境係（区役所5階）
‹5608－6939

ぜひ、お申し込みください
地域ポイント制度

健康づくりやエコアクションを実践するとポ
イントが貯

た
まる「地域ポイント制度」の実施に向

けて、実証事業のモニターを募集します。一定の
ポイントを貯めると、墨田区ならではの魅力ある
特典が当たる抽選に参加できます。

［活動期間］6月23日（土）～11月30日（金）［対象］区
内在住在勤在学の方［申込み］6月23日（土）・24日

（日）の「すみだ環境フェア2018」で申込み　＊す
みだリバーサイドホール2階イベントホール（区役
所に併設）に特設ブースを設置　＊詳細は区ホー
ムぺージを参照［問合せ］政策担当‹5608－6231

ご活用ください
リクエスト講座

区では、区民の皆さんが主催する講座や学習会
などに区の職員が出向き、担当する事業を紹介し
たり、専門知識を生かした情報を提供したりする

「リクエスト講座」を58テーマで実施しています。
詳細は、お問い合わせください。

［実施時間］午前9時～午後9時の間で、1講座あた
り2時間以内［実施場所］講座を希望する団体の
活動場所等［対象］10人以上で構成され、その半
数以上が区内在住在勤の団体［費用］無料　＊テ
キスト代がかかる場合あり［申込み］職員の派遣
を希望する日の20日前までに地域活動推進課ま
なび担当（区役所14階）‹5608－6202へ　＊土・
日曜日、祝日を除く

ご覧になれます
「文花二丁目南地区地区計
画」等

区では、市街地の防災性向上および快適な都市
空間の形成のため、文花二丁目南地区において、
地区計画を決定し、これに伴い高度地区の変更を
行いました。「文花二丁目南地区地区計画」等に
ついて、窓口でご覧になれます。

［閲覧場所］都市計画課（区役所9階）［問合せ］都市
計画課都市計画・開発調整担当‹5608－6265

6月は「男女雇用機会均等月間」と
　　  「就職差別解消促進月間」です

［問合せ］人権同和・男女共同参画課
男女共同参画担当‹5608－6512

納入通知書等をお送りします
国民健康保険料

平成30年度の国民健康保険料が決まりました
ので、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主の
方へ、今月中に納入通知書等をお送りします。詳
細は、納入通知書等に同封の案内をご覧になるか、
お問い合わせください。
■普通徴収（納付書または口座振替による納付）

普通徴収の保険料は、6月～31年3月にかけて
10回に分けて納めていただきます（納付書は今
月中に1年分を送付）。保険料は、30年度算定基
礎額（前年の総所得金額等から基礎控除33万円
を差し引いた金額）の確定後、それを基に計算を
行います。算定基礎額が確認できない場合は、保
険料の所得割分が決定できないため、均等割分の
みを先にお知らせし、算定基礎額の確定後、7月
以降に改めて納付書をお送りします。
■特別徴収（公的年金等からの徴収）

29年度から引き続き特別徴収に該当する方と、
30年度から新たに特別徴収に該当する方へ、7月
中に納入通知書をお送りします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［問合せ］国保年金課こくほ資格係‹5608－
6121・‹5608－6122

多様性を認め合い共生社会を育むまち「すみだ」
■世界人権宣言70周年！
　平成30年は国際連合で「世界人権宣言」が
採択されてから70年の節目の年です。人権尊
重の大切さを、改めて考えてみましょう。
世界人権宣言（一部抜粋）

【第一条】すべての人間は、生れながらにして
自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平
等である。人間は、理性と良心とを授けられ
ており、互いに同胞の精神をもって行動しな
ければならない。

【第二条】1項　すべて人は、人種、皮膚の色、
性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的
若しくは社会的出身、財産、門地その他の地
位又はこれに類するいかなる事由による差別
をも受けることなく、この宣言に掲げるすべ
ての権利と自由とを享有することができる。

■墨田区がオリンピックの舞台に！
両国の国技館（横網1－3－28）が東京2020

オリンピック競技大会でボクシングの会場に
なる予定です。オリンピック憲章には、オリ
ンピズムの根本原則として、人権尊重の理念
がうたわれています。

東京大会の開催を契機に私たち一人ひとり
が、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗
教などの理由による、いかなる種類の差別も
受けることなく、互いに認め合い支え合う社
会を作っていくことが必要です。

互いの人権を尊重し合い、共生社会にふさ
わしい人権感覚を育んでいきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［問合せ］人権同和・男女共同参画課人権同和
担当‹5608－6322

人 権 コ ラ ム �

毎日、午前9時、正午、午後4時・8時か
ら地上デジタル11チャンネルで放送し
ています（各15分間）。なお、放送終了後、
区ホームページでもご覧いただけます。

［問合せ］広報広聴担当‹5608－6220
6月の番組表

区政情報番組

キャスター
大久保 涼香さん

区 ＝こんにちは、区長です　知 ＝すみだのそこが知りたい　特 ＝特集　ス ＝スキスミニュース　
き ＝きらっとすみだモダン　レ ＝レッツスポーツ in すみだ　葛 ＝葛飾ふとめ・ぎょろめのスキスミダ！

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
6月3日（日）～
9日（土）

区 墨田区の環境について
知 熱中症・食中毒対策

6月10日（日）～
16日（土）

特 職人紹介 赤羽 弘 区 墨田区の環境に
ついて
知 熱中症・ 食中毒
対策

特 職人紹介 赤羽 弘 区 墨田区の環境に
ついて
知 熱中症・ 食中毒
対策

6月17日（日）～
23日（土）

ス 5月下旬～6月上旬のイベント紹介
    R

リ ッ ツ
ITZ F

フ ェ ン シ ン グ
ENCING A

ア カ デ ミ ー
CADEMY

6月24日（日）～
6月30日（土）

ス 5月下旬 ～6月上
旬のイベント紹介
  RITZ FENCING 
ACADEMY

特 職人紹介 赤羽 弘 ス 5月下旬 ～6月上
旬のイベント紹介
  RITZ FENCING 
ACADEMY

特 職人紹介 赤羽 弘

＊内容が一部変更になる場合があります。ご了承ください。
＊ケーブルテレビへの加入・問合せは、（株）J: COM東京すみだ・台東‹0120－999－000へ

レ

レ レ

広告 「暑い夏！涼しく快適にする畳」気軽にお電話ください。HPでも…。あなたの町の(有)たたみ工房さいとう 緑四　‹03-3631-9591

3墨田区のお知らせ2018年（平成30年）6月1日

 ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス


